
案件 担 当 部 出 席 者

1

2

3 地 域 部

4 刑 事 部

5 交 通 部

案件 担 当 部 出 席 者

1 決裁

2 報告

3 裁定

4 決裁

5 報告 訟 務 官

6 決裁 刑 事 部 捜 査 第 四 課 長

7 決裁 警 備 第 一 課 長

8 決裁 警 備 第 二 課 長

9 決定 総 務 部
首 席 聴 聞 官
聴 聞 官

聴聞等の実施結果・決定 　　71件

警察職員等の援助派遣（３件）

苦情の調査結果（２件）

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に
基づく請求妨害防止命令に係る意見聴取実施結果及
び本命令の発出

犯罪被害者等給付金支給裁定

住民サービス課長

警察職員等の援助派遣

警 備 部

運転免許取消処分仮の差止め申立事件の決定

警 務 部

　　　　件　　　　　名　　　
２　個別審議（公安委員執務室）

警察署協議会委員の辞職

公安委員会宛文書等の受理（18件）

総　務　部
公 安 委 員 会
執 務 官

定　例　公　安　委　員　会

日　時：令和７年10月２日　　９時00分～12時00分
出席委員：中尾委員長・増井委員・齋藤委員・冨成委員
１　全体審議（公安委員会会議室）

 件　　　　　名

秋の安全なまちづくり県民運動の実施
本 部 長

総 務 部 長

警 務 部 長

生 活 安 全 部 長

地 域 部 長

刑 事 部 長

交 通 部 長

警 備 部 長

名古屋市警察部長

情 報 通 信 部 長

警 察 学 校 長

報告

主要事件の検挙

第55回全国白バイ安全運転競技大会への出場

令和７年度全国通信指令・無線通話技能競技会への
出場

生活安全部

主要事件の検挙



議事の概要

１ 全体審議

(1) 生活安全部

ア 秋の安全なまちづくり県民運動の実施

生活安全部長から、

「『あいち地域安全戦略2026』に基づく、県民総ぐるみ運動の一環

として、10月11日（土）から20日（月）までの10日間、『秋の安全な

まちづくり県民運動』を実施する。

運動重点は、

○ 特殊詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害防止

〇 子供と女性の犯罪被害防止

○ 侵入盗の被害防止

○ 自動車盗の被害防止

○ 暴力追放運動の推進

である。

また、10月16日（木）、Ｎｉｔｅｒｒａ日本特殊陶業市民会館にお

いて、『安全なまちづくり愛知県民大会』を開催する。」

旨の報告があった。

イ 主要事件の検挙

生活安全部長から、

16歳未満の者に対する面会要求、映像送信要求等事件の検挙概要

について報告があった。

委員から、

「この事件は、保護者の相談から始まっており、警察に相談するこ

とが重要であること、また、相談を受ける警察官も丁寧に対応してい

るからこそ、こうして検挙につながっているということが良く分かった。」

旨の発言があった。



(2) 地域部

令和７年度全国通信指令・無線通話技能競技会への出場

地域部長から、

「10月８日、関東管区警察学校において開催される令和７年度全国通

信指令・無線通話技能競技会に出場する。」

旨の報告があった。

委員から、

「前回、愛知県の競技会を視察したが、選手たちは、様々な情報が入

ってくる中、必要な情報を適宜判断して対応しており、現場で活動する

地域警察官の姿も重なり、非常に大変だと感じた。選手の皆さんには是

非、頑張っていただきたい。」

旨の発言があった。

(3) 刑事部

主要事件の検挙

刑事部長から、

スカウトグループ「ラッシュ」幹部らによる組織的犯罪処罰法違反事

件の検挙概要

について報告があった。

(4) 交通部

第55回全国白バイ安全運転競技大会への出場

交通部長から、

「全国の白バイ乗務員の運転技能を向上させ、受傷事故の絶無を期す

とともにその士気の高揚を図り、もって道路交通の安全の維持に資する



ことを目的に、「10月11日（土）及び12日（日）の２日間、茨城県ひた

ちなか市の自動車安全運転センターにおいて、第55回全国白バイ安全

運転競技大会が開催され、本県警察から男女合わせて４人の警察官が

出場する。」

旨の報告があった。

委員から、

「昨年は、女性警察官が総合優勝をしているので、今年も続く選手

が出ると良いと思う。是非、頑張っていただきたい。」

旨の発言があった。

２ 個別審議

(1) 公安委員会宛文書等の受理（18件）

公安委員会執務官から、

９月25日までに届いた公安委員会宛の文書等18件

について説明があり、決裁した。

(2) 警察署協議会委員の辞職

公安委員会執務官から、

警察署協議会委員の辞職

について説明があり、決裁した。

(3) 犯罪被害者等給付金支給裁定

住民サービス課長から、

遺族給付金支給裁定

について説明があり、裁定した。

(4) 苦情の調査結果（２件）



住民サービス課長から、公安委員会宛ての「警察官の言動等に関する苦情」

等について、

調査結果の報告並びに申出者に対する通知文案の提示及び説明

があり、決裁した。

(5) 運転免許取消処分仮の差止め申立事件の決定

訟務官から、

運転免許取消処分仮の差止め申立事件の決定

について報告があった。

なお、委員長から、

緊急の案件のため、会議を招集できず、メールにより各委員と協議の

上で応訴方針を決定し、委員長として権限を行使したこと

について報告があった。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく請求妨害防止命

令に係る意見聴取実施結果及び本命令の発出

捜査第四課長から、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく請求妨害防

止命令に係る意見聴取実施結果及び本命令の発出

について説明があり、決裁した。

(7) 警察職員等の援助派遣（３件）

警備第一課長から、

「９月11日付けで滋賀県公安委員会から、９月18日付け及び９月25日

付けで大阪府公安委員会から、それぞれ本県公安委員会に対して、警察

法第60条第１項の規定に基づく警察職員の援助要求があり、所要の警察

職員等を派遣したい。」

旨の説明があり、決裁した。



(8) 警察職員等の援助派遣

警備第二課長から、

「９月29日付けで岐阜県公安委員会から本県公安委員会に対して、警

察法第60条第１項の規定に基づく警察職員の援助要求があり、所要の警

察職員等を派遣したい。」

旨の説明があり、決裁した。

(9) 聴聞等の実施結果・決定

首席聴聞官及び聴聞官から、

〇 運転免許取消処分に関する意見の聴取等結果 67件

〇 風俗営業等の営業停止処分等に関する聴聞結果 ２件

〇 客待ち行為等の再発防止命令に関する聴聞結果 ２件

について説明があり、行政処分を決定した。



案件 担 当 部 出 席 者

1 総 務 部

2 警 務 部

3 地 域 部

4 刑 事 部

5 交 通 部

6 警 備 部

案件

1 報告

案件 担 当 部 出 席 者

2 決裁

3 決裁

4 決定

5 決裁

6 決裁

7 決裁

8 報告

9 報告 警 務 課 長

10 報告

11 裁定

12 決裁

13 報告 首 席 監 察 官

14 裁決

15 裁決

16 裁決

17 決定

18 決裁

19 報告 交 通 部 運 転 免 許 課 長

20 決定 総 務 部
首 席 聴 聞 官
聴 聞 官

警察官採用に関する経験年数換算基準の見直し

行政文書開示請求に係る決定

外部通報の受付及び受理

愛知県監査委員による令和７年定期監査の結果に対す
る措置状況 監 査 官

警 務 部

訟 務 官

住民サービス課長

愛知県監査委員による令和８年定期監査の実施

定　例　公　安　委　員　会

日　時：令和７年10月９日　　９時00分～12時15分
出席委員：中尾委員長・増井委員・齋藤委員・冨成委員
１　全体審議（公安委員会会議室）

 件　　　　　名

令和７年度全国通信指令・無線通話技能競技会の結果

行進又は集団示威運動に関する条例の許可申請及び許
可（令和７年９月中）

本　部　長

出　席　者

人事案件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　個別審議（公安委員執務室）

報告

本 部 長
総 務 部 長
警 務 部 長
生 活 安 全 部 長
地 域 部 長
刑 事 部 長
交 通 部 長
警 備 部 長
名古屋市警察部長
情 報 通 信 部 長
警 察 学 校 長

半田警察署新庁舎完成式の開催

　　　　件　　　　　名　　　

令和７年度全国警察柔道・剣道大会への出場

交通事故発生状況（令和７年９月末）

主要事件の検挙

聴聞等の実施結果・決定 　　67件

令和３年６月発生の危険運転致傷の意見の聴取の実施

苦情の調査結果（２件）

外部通報の受理

犯罪被害者等給付金支給裁定

監察案件

行政訴訟事件の発生及び応訴

運転者区分決定に対する審査請求（２件）

運転免許停止処分に対する審査請求

放置違反金等の差押処分に対する審査請求

放置違反金納付命令に対する執行停止の申立て

　　　　件　　　　　名　　　

公安委員会宛文書等の受理（９件）

公 安 委 員 会
執 務 官

警察署協議会委員の委嘱

激励の上申 総　務　部



議事の概要

１ 全体審議

(1) 総務部

半田警察署新庁舎完成式の開催

総務部長から、

「半田警察署新庁舎については、本年９月に完成したことから、関係

者を来賓として招待の上、10月16日（木）に新庁舎完成式を開催する。」

旨の報告があった。

(2) 警務部

令和７年度全国警察柔道・剣道大会への出場

警務部長から、

「柔道大会は10月20日（月）、剣道大会は10月21日（火）、いずれも

日本武道館において開催される令和７年度全国警察柔道・剣道大会へ出

場する。」

旨の報告があった。

(3) 地域部

令和７年度全国通信指令・無線通話技能競技会の結果

地域部長から、

「10月８日（水）、関東管区警察学校において開催された令和７年度

全国通信指令・無線通話技能競技会に本県から１チーム４名が出場し、

第２位に入賞した。」

旨の報告があった。



委員から、

「第２位という成績は、日頃の技術向上も示されたことになり、良か

ったと思う。」

旨の発言があった。

(4) 刑事部

主要事件の検挙

刑事部長から、

主に飲食店を対象とした広域連続侵入盗被疑者の検挙概要

について報告があった。

委員から、

「地道な捜査により検挙しているのは素晴らしいと思う。」

旨の発言があった。

(5) 交通部

交通事故発生状況（令和７年９月）

交通部長から、

「交通事故死者数は、９月中は９人、９月末では78人と前年同期比マ

イナス23人であった。

９月中の主な取組結果は、

〇 通学路対策

〇 高齢者対策

〇 秋の全国交通安全運動の実施

〇 自転車対策

〇 飲酒運転取締り

であり、10月中の主な取組は、

〇 夕暮れ時における交通事故対策の強化

〇 横断歩行者対策

〇 一時停止対策



〇 二輪車対策

〇 自転車対策

等である。」

旨の報告があった。

委員から、

「秋の交通安全対策では、いろいろな対策が施されており、中でも飲

酒運転の取締りでは、自転車が多いことに驚いた。こうした取締りが、

未然に事故を防いでいると感じた。引き続きよろしくお願いしたい。」

旨の発言があった。

(6) 警備部

行進又は集団示威運動に関する条例の許可申請及び許可（令和７年９月中）

警備部長から、令和７年９月中の行進又は集団示威運動に関する条例の

許可申請及び許可について、

「令和７年９月中、７件の許可申請を受理して、全て許可した。」

旨の報告があった。

２ 個別審議

(1) 人事案件

本部長から、

人事案件

について報告があった。

(2) 公安委員会宛文書等の受理（９件）

公安委員会執務官から、

10月３日までに届いた公安委員会宛の文書等９件

について説明があり、決裁した。



(3) 外部通報の受付及び受理

公安委員会執務官から、

外部通報の受付及び受理

について説明があり、決裁した。

(4) 行政文書開示請求に係る決定

公安委員会執務官から、

行政文書開示請求に係る決定

について説明があり、決裁した。

(5) 激励の上申

公安委員会執務官から、

主に飲食店を対象とした広域連続侵入盗事件捜査班

に対する激励の上申について説明があり、決裁した。

(6) 警察署協議会委員の委嘱

公安委員会執務官から、

警察署協議会委員の委嘱

について説明があり、決裁した。

(7) 愛知県監査委員による令和７年定期監査の結果に対する措置状況

監査官から、

愛知県監査委員による令和７年定期監査の結果に対する措置状況

について説明があり、決裁した。



(8) 愛知県監査委員による令和８年定期監査の実施

監査官から、

愛知県監査委員による令和８年定期監査の実施

について報告があった。

(9) 警察官採用に関する経験年数換算基準の見直し

警務課長から、

警察官採用に関する経験年数換算基準の見直し

について報告があった。

(10) 外部通報の受理

住民サービス課長から、

外部通報の受理

について報告があった。

(11) 犯罪被害者等給付金支給裁定

住民サービス課長から、

重傷病給付金支給裁定

について説明があり、裁定した。

(12) 苦情の調査結果（２件）

住民サービス課長から、公安委員会宛ての「警察官の相談業務に関する苦情」

等について、

調査結果の報告並びに申出者に対する通知文案の提示及び説明

があり、決裁した。



(13) 監察案件

首席監察官から、

監察案件

について報告があった。

(14) 運転者区分決定に対する審査請求（２件）

訟務官から、運転者区分決定に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに裁決書案の提示及び説明

があり、いずれも原案どおり裁決した。

(15) 運転免許停止処分に対する審査請求

訟務官から、運転免許停止処分に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに裁決書案の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(16) 放置違反金等の差押処分に対する審査請求

訟務官から、放置違反金等の差押処分に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに裁決書案の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(17) 放置違反金納付命令に対する執行停止の申立てに対する決定

訟務官から、放置違反金納付命令に対する執行停止の申立てについて、

申立て内容の説明並びに決定書案の提示及び説明

があり、原案どおり決定した。



(18) 行政訴訟事件の発生及び応訴

訟務官から、

行政文書一部開示決定処分取消等請求事件の発生及び応訴方針

について説明があり、決裁した。

(19) 令和３年６月発生の危険運転致傷の意見の聴聞の実施

運転免許課長から、

令和３年６月発生の危険運転致傷の意見の聴聞の実施

について報告があった。

(20) 聴聞等の実施結果・決定

首席聴聞官及び聴聞官から、

〇 運転免許取消処分に関する意見の聴取等結果 64件

〇 風俗営業等の取消等に関する聴聞結果 ３件

について説明があり、行政処分を決定した。



案件 担 当 部 出 席 者

1

2

3

4 生活安全部

5 地 域 部

6 刑 事 部

7

8

9

10

案件 担 当 部 出 席 者

1 報告 総 務 部 長

2 決裁
公 安 委 員 会
執 務 官

3 決裁 住民サービス課長

4 報告 監 察 官

5 裁決

6 裁決

7 報告 人身安全対策課長

8 報告 情報技術戦略課長

9 報告 警 備 総 務 課 長

10 決裁 警 備 第 一 課 長

11 決裁 警 備 第 二 課 長

12 決定 総 務 部
首 席 聴 聞 官
聴 聞 官

訟 務 官

第55回全国白バイ安全運転競技大会の出場結果

社会的反響のある交通事故事件の発生

主要事件の検挙

刑法犯の認知・検挙状況（令和７年１～９月）

交 通 部

ハロウィンに伴う雑踏警備の実施

「愛知ものづくりＴＯＰネットワーク」第５回総会
の開催

公安委員会宛文書等の受理（11件）

警 務 部

　　　　件　　　　　名　　　

中部空港警察署の統合

２　個別審議（公安委員執務室）

警察官及び警察職員採用試験の変更 本 部 長

総 務 部 長

警 務 部 長

生 活 安 全 部 長

地 域 部 長

刑 事 部 長

交 通 部 長

警 備 部 長

名古屋市警察部長

情 報 通 信 部 長

警 察 学 校 長

報告

アジア・アジアパラ競技大会に伴う警察諸対策
警 備 部

令和７年度全国警察柔道及び剣道大会の結果

犯罪被害者等支援に関する広報啓発活動の実施

総　務　部

定　例　公　安　委　員　会

日　時：令和７年10月23日　　９時00分～12時25分
出席委員：中尾委員長・増井委員・尾堂委員・齋藤委員・冨成委員
１　全体審議（公安委員会会議室）

 件　　　　　名

聴聞等の実施結果・決定 　　72件

苦情の調査結果（２件）

警 務 部

対象重要施設における小型無人機等の飛行に関する
公安委員会への通報（令和７年９月中）

放置違反金納付命令に対する審査請求

監察実施結果

行政文書不開示決定に対する審査請求（３件）

ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく命
令等の実施結果

サイバー局の取組
生活安全部

警察職員等の援助派遣（２件）

警察職員等の援助派遣

警 備 部



議事の概要

１ 全体審議

(1) 警務部

ア 警察官及び警察職員採用試験の変更

警務部長から、

「採用情勢が厳しさを増す中、複雑・多様化する治安課題に的確に

対処するためには、これまで以上に多様な視点を持った実行力のある

人材を確保していく必要がある。加えて、サイバー人材などの専門知

識を有する人材の確保も喫緊の課題となっている。

このような情勢の中、愛知県警察では、令和８年度から試験制度を

変更し、人的基盤の強化を図る。」

旨の報告があった。

委員から、

「ＳＰＩ試験区分の新設で、公務員に関心のある学生の受験が増え

ると思うので、とても良い変更だと感じた。」

旨の発言があった。

イ 犯罪被害者等支援に関する広報啓発活動の実施

警務部長から、

「11月１日（土）から12月１日（月）までの間、犯罪被害者等支援

に関する広報啓発活動を実施し、犯罪被害者等が置かれている状況及

び支援の必要性について県民の理解を深め、社会全体で犯罪被害者等

を支える気運の醸成を図る。」

旨の報告があった。

委員から、

「シンボルマーク『ギュッとちゃん』とともに、犯罪被害者等を支

援する気運が広がると良いと思う。」



旨の発言があった。

ウ 令和７年度全国警察柔道及び剣道大会の結果

警務部長から、

「10月20日（月）、10月21日（火）の２日間、日本武道館で開催

された令和７年度全国警察柔道及び剣道大会に出場した。」

旨の報告があった。

委員から、

「勝敗の結果だけでなく、試合の内容を聞くと、選手の皆さんが非

常に頑張って戦っていることが伝わってきた。その背景には、大変な

訓練があってのことだと思う。お疲れ様でした。」

旨の発言があった。

(2) 生活安全部

主要事件の検挙

生活安全部長から、

組織的な口座売買ブローカーによる詐欺及び犯罪収益移転防止法違反

事件の検挙概要

について報告があった。

委員から、

「捜査の端緒がサイバーパトロールであり、情報技術者が大事だと感

じた。捜査は大変だと思うが、引き続きよろしくお願いしたい。」

旨の発言があった。

(3) 地域部

ハロウィンに伴う雑踏警備の実施



地域部長から、

「オアシス21及びその周辺に多数の人がい集し、雑踏事故、各種不法

事案等の発生が懸念されるため、雑踏事故等の未然防止に万全を期すべ

く、10月25日（土）、26日（日）及び31日（金）の３日間、雑踏警備を

実施する。」

旨の説明があった。

委員から、

「一般の方が雑踏事故に巻き込まれないように、よろしくお願いしたい。」

旨の発言があった。

(4) 刑事部

刑法犯の認知・検挙状況（令和７年１月～９月）

刑事部長から、令和７年１月から９月末時点での刑法犯の認知・検挙状

況（前年同期との比較）について、

「○ 刑法犯の認知件数は42,220件で、4,484件増加した

○ 刑法犯の検挙件数は11,998件で、818件増加した

○ 刑法犯の検挙率は28.4パーセントで、1.2ポイント減少した

○ 刑法犯の検挙人員は9,255人で、445人増加した

○ 重要窃盗犯の認知件数は3,681件で、900件増加した

○ 重要窃盗犯の検挙件数は758件で、80件減少した

○ 重要窃盗犯の検挙率は20.6パーセントで、9.5ポイント減少した

○ 重要窃盗犯の検挙人員は290人で、33人増加した

〇 特殊詐欺の認知件数は1,429件で、335件増加した

〇 特殊詐欺の検挙件数は425件で、84件減少した

〇 特殊詐欺の検挙人員は181人で、38人増加した

〇 ＳＮＳ型投資詐欺・ＳＮＳ型ロマンス詐欺の認知件数は979件

で、440件増加した

〇 ＳＮＳ型投資詐欺・ＳＮＳ型ロマンス詐欺の検挙件数は12件で、

７件増加した

〇 ＳＮＳ型投資詐欺・ＳＮＳ型ロマンス詐欺の検挙人員は11人で、

８人増加した

手口別では、侵入盗の認知件数は全国ワースト３位、うち住宅対象侵



入盗は全国ワースト２位、自動車盗は全国ワースト１位であった」

旨の報告があった。

委員から、

「認知件数が増加する中、特に特殊詐欺では、被害額が非常に高額と

なっていると感じた。引き続き対策をお願いしたい。」

旨の発言があった。

(5) 交通部

ア 社会的反響のある交通事故事件の発生

交通部長から、

高齢者運転の自動車による負傷者多数の交通事故の発生概要

について報告があった。

イ 第55回全国白バイ安全運転競技大会の出場結果

交通部長から、

「10月11日（土）、10月12日（日）の２日間、茨城県ひたちなか市

の自動車安全運転センターで開催された第55回全国白バイ安全運転競

技大会に際し、団体競技において第３位、種目別不整地走行で第１位

の成績を収めた。」

旨の報告があった。

委員から、

「足場が悪く、転倒者が続出する中、１位の成績を収めたというこ

とで、技術の高さが証明されたと思う。素晴らしい結果だと思う。」

旨の発言があった。

(6) 警備部

ア アジア・アジアパラ競技大会に伴う警察緒対策



警備部長から、

アジア・アジアパラ競技大会に伴う警察緒対策

について報告があった。

委員から、

「引き続き、各種対策をお願いしたい。」

旨の発言があった。

イ 「愛知ものづくりＴＯＰネットワーク」第５回総会の開催

警備部長から、

「『愛知ものづくりＴＯＰネットワーク』第５回総会を開催し、技

術情報等の流出防止を目的に、国内の製造業をリードする先端保有企

業と県警察を結ぶ双方向型ネットワークで、技術情報流出事例、最新

の情勢を情報発信するほか、参加企業からの相談等への対応を行う。」

旨の報告があった。

２ 個別審議

(1) 中部空港警察署の統合

総務部長から、

中部空港警察署の統合

について報告があった。

(2) 公安委員会宛文書等の受理（11件）

公安委員会執務官から、

10月14日までに届いた公安委員会宛の文書等11件

について説明があり、決裁した。



(3) 苦情の調査結果（２件）

住民サービス課長から、公安委員会宛ての「犯罪捜査に関する苦情」

等について、

調査結果の報告並びに申出者に対する通知文案の提示及び説明

があり、決裁した。

(4) 監察実施結果

監察官から、

監察実施結果

について報告があった。

(5) 行政文書不開示決定に対する審査請求（３件）

訟務官から、行政文書不開示決定に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに裁決書案の提示及び説明

があり、いずれも原案どおり裁決した。

(6) 放置違反金納付命令に対する審査請求

訟務官から、放置違反金納付命令に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに裁決書案の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく命令等の実施結果

人身安全対策課長から、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づ

く命令等の実施結果について、

「令和７年９月中は、粗野乱暴言動等を理由に９件の緊急禁止命令等

を実施した。また、押し掛け等を理由に19件の警告を実施した。」

旨の報告があった。



(8) サイバー局の取組

情報技術戦略課長から、

サイバー局の取組

について報告があった。

(9) 対象重要施設における小型無人機等の飛行に関する公安委員会への通報

（令和７年９月中）

警備総務課長から、

対象重要施設における小型無人機等の飛行に関する公安委員会への通

報（令和７年９月中）

について報告があった。

(10) 警察職員等の援助派遣（２件）

警備第一課長から、

「10月16日付けで福井県公安委員会から、10月16日付けで三重県公安

委員から、それぞれ本県公安委員会に対して、警察法第60条第１項の規

定に基づく警察職員の援助要求があり、所要の警察職員等を派遣したい。」

旨の説明があり、決裁した。

(11) 警察職員等の援助派遣

警備第二課長から、

「10月８日付けで大阪府公安委員会から本県公安委員会に対して、警

察法第60条第１項の規定に基づく警察職員の援助要求があり、所要の警

察職員等を派遣したい。」

旨の説明があり、決裁した。



(12) 聴聞等の実施結果・決定

首席聴聞官及び聴聞官から、

〇 運転免許取消処分に関する意見の聴取等結果 67件

〇 風俗営業等の取消等に関する聴聞結果 ３件

○ 客待ち行為等の再発防止命令に関する聴聞結果 ２件

について説明があり、行政処分を決定した。



案件 担 当 部 出 席 者

1 総 務 部

2 警 務 部

3 生活安全部

4 刑 事 部

5

6

7 警 務 部

案件 担 当 部 出 席 者

1 決裁

2 報告

3 決裁

4 決裁

5 報告 装 備 課 長

6 決裁 警 務 部 住民サービス課長

7 報告 刑 事 部 国 際 捜 査 課 長

8 決定 総 務 部
首 席 聴 聞 官
聴 聞 官

聴聞等の実施結果・決定 　　60件

苦情の調査結果（２件）

公安委員会規則の一部改正

令和７年度警察消防殉職者慰霊祭の挙行
本 部 長

総 務 部 長

警 務 部 長

生 活 安 全 部 長

地 域 部 長

刑 事 部 長

交 通 部 長

警 備 総 務 課 長

名古屋市警察部長

情 報 通 信 部 長

警 察 学 校 長

外部通報の調査及び措置結果

警察官の支給品及び貸与品に関する条例等の一部改
正

総　務　部

　　　　件　　　　　名　　　

公安委員会宛文書等の受理（４件）

激励の上申

外部通報の受付

２　個別審議（公安委員執務室）

公 安 委 員 会
執 務 官

報告

11月の行事予定［書面報告］

定　例　公　安　委　員　会

日　時：令和７年10月30日　　９時00分～11時20分
出席委員：中尾委員長・増井委員・尾堂委員・齋藤委員・冨成委員
１　全体審議（公安委員会会議室）

 件　　　　　名

全日本剣道選手権大会及び全日本女子剣道選手権大
会への出場

秩父宮賜杯第57回全日本大学駅伝対校選手権大会の
開催

主要事件の検挙

交 通 部

嘱託警察犬審査会の開催

ＦＩＡ世界ラリー選手権（ＷＲＣ）ラリージャパン
2025の開催



議事の概要

１ 全体審議

(1) 総務部

令和７年度警察消防殉職者慰霊祭の挙行

総務部長から、

「11月12日（水）午後２時から、Niterra日本特殊陶業市民会館にお

いて、警察消防殉職者慰霊祭を挙行する。」

旨の報告があった。

(2) 警務部

全日本剣道選手権大会及び全日本女子剣道選手権大会への出場

警務部長から、

「11月３日（月）、日本武道館において開催される、第73回全日本剣

道選手権大会及び第64回全日本女子剣道選手権大会に出場する。」

旨の報告があった。

(3) 生活安全部

主要事件の検挙

生活安全部長から、

悪質ホストクラブ等の風俗グループによる風営適正化法違反事件等の

検挙概要

について報告があった。

委員から、

「引き続き徹底した捜査をお願いしたい。」



旨の発言があった。

(4) 刑事部

嘱託警察犬審査会の開催

刑事部長から、

「11月５日（水）及び同月６日（木）に、令和８年に活用する嘱託犬

及び嘱託訓練士を選考するため、民間飼育犬の能力及び民間訓練士の技

術の審査を行う。」

旨の報告があった。

(5) 交通部

ア 秩父宮賜杯第57回全日本大学駅伝対校選手権大会の開催

交通部長から、

「秩父宮賜杯第57回全日本大学駅伝対校選手権大会の開催に伴い、

交通対策及び雑踏警備を実施する。」

旨の報告があった。

イ ＦＩＡ世界ラリー選手権（ＷＲＣ）ラリージャパン2025の開催

交通部長から、

「国際自動車連盟（ＦＩＡ）が創設したラリー競技の最高峰である

世界選手権が11月６日（木）から同月９日（日）までの４日間、愛知

県及び岐阜県で開催されるため、所要の交通規制策を実施する。」

旨の報告があった。

委員から、

「競技が安全に行われるよう、各種対策をお願いする。」

旨の発言があった。



(6) 警務部

11月の行事予定（書面報告）

警務部から、

11月の行事予定

について書面報告があった。

２ 個別審議

(1) 公安委員会宛文書等の受理（４件）

公安委員会執務官から、

10月22日までに届いた公安委員会宛の文書等４件

について説明があり、決裁した。

(2) 外部通報の受付

公安委員会執務官から、

外部通報の受付

について報告があった。

(3) 外部通報の調査及び措置結果

公安委員会執務官から、

外部通報の調査及び措置結果

について説明があり、決裁した。

(4) 激励の上申

公安委員会執務官から、



組織的な口座売買ブローカーによる詐欺及び犯罪収益移転防止法違反

事件合同捜査本部

に対する激励の上申があり、決裁した。

(5) 警察官の支給品及び貸与品に関する条例等の一部改正

装備課長から、

警察官の支給品及び貸与品に関する条例等の一部改正

について報告があった。

(6) 苦情の調査結果（２件）

住民サービス課長から、公安委員会宛ての「犯罪捜査に関する苦情」

等について、

調査結果の報告並びに申出者に対する通知文案の提示及び説明

があり、決裁した。

(7) 公安委員会規則の一部改正

国際捜査課長から、

公安委員会規則の一部改正

について報告があった。

(8) 聴聞等の実施結果・決定

首席聴聞官及び聴聞官から、

〇 運転免許取消処分に関する意見の聴取等結果 57件

〇 風俗営業等の営業停止に関する聴聞結果 １件

○ 客待ち行為等の再発防止命令に関する聴聞結果 ２件

について説明があり、行政処分を決定した。
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